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令和７年３月３１日 

各該当養護老人ホーム 施設管理者 様 

各該当軽費老人ホーム 施設管理者 様 

各該当特別養護老人ホーム 施設管理者 様 

（いずれも小規模施設及び中核市所在施設を除く） 

福島県高齢福祉課⾧ 

（ 公 印 省 略 ） 

 

令和７年度福島県老人福祉施設等施設整備事業における大規模修繕費補助の要望調査に 

ついて（照会） 

 

本県の保健福祉行政の推進につきまして、日ごろから御理解・御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、県では、県内の介護施設等の入居者や職員の安全、安心を守るため、令和７年度、老朽化が進ん

でいる施設等の大規模修繕に要する費用に対し補助を行うこととしました。 

つきましては、下記のとおり要望調査を行いますので、実施要望のある場合は、下記により回答願いま

す。 

原則として令和７年度中に完了する計画としていただくため、短い回答期限ですがご協力願います。な

お、令和８年度実施分の要望調査は、令和７年度中におってご連絡します。 

記 

１ 添付資料 

 （別紙１）福島県老人福祉施設等施設整備費及び設備整備事業における大規模修繕の概要等について 

 （別紙２）令和７年度老人福祉施設の大規模修繕に係る事業要望について（回答） 

 （別紙３）福島県老人福祉施設等施設整備費及び設備整備負担（補助）金交付要綱 

２ 補助対象施設及び事業等 

別紙１ ～ 別紙３ のとおり。 

３ 提出資料   別紙２及びその添付資料 

４ 回答期限   令和７年４月２５日（金）必着 ※期限までに回答がない場合 【要望なし】とします。 

５ 提出先    福島県高齢福祉課 メール koureihukushi_shisetsu@pref.fukushima.lg.jp 

６ その他 

（１）法人本部と十分に協議し回答願います。 

（２）予算の範囲で緊急性等を勘案し、事業選定を行います。ご了承願います。 

（３）要望があった事業について、必要に応じて現地調査やヒアリングを実施します。 

（４）事業のスケジュール案は以下のとおり※原則、年度内に事業完了するよう計画願います。 

  ・令和７年５月中旬：内示 

・令和７年６月前半：交付決定 

・令和８年３月中旬頃まで（原則）：県への実績報告※竣工、支払い後  

（事務担当 高齢福祉課 主査 松尾 電話 024-521-7164） 


